
芦屋市条例第６号 

 

 

   刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

 

（芦屋市議会個人情報の保護に関する条例の一部改正） 

第１条 芦屋市議会個人情報の保護に関する条例（令和５年芦屋市条例第４号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

第５３条 職員若しくは職員であった者、第９条第２項若しくは

第１５条第５項の委託を受けた業務に従事している者若しくは

従事していた者又は議会において個人情報、仮名加工情報若し

くは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは

従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘

密に属する事項が記録された第２条第５項第１号に係る個人情

報ファイル（その全部又は一部を複製し、又は加工したものを

含む。）を提供したときは、２年以下の拘禁刑又は１００万円

以下の罰金に処する。 

第５３条 職員若しくは職員であった者、第９条第２項若しくは

第１５条第５項の委託を受けた業務に従事している者若しくは

従事していた者又は議会において個人情報、仮名加工情報若し

くは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは

従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘

密に属する事項が記録された第２条第５項第１号に係る個人情

報ファイル（その全部又は一部を複製し、又は加工したものを

含む。）を提供したときは、２年以下の懲役又は１００万円以

下の罰金に処する。 

第５４条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有

個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供

し、又は盗用したときは、１年以下の拘禁刑又は５０万円以下

の罰金に処する。 

第５４条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有

個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供

し、又は盗用したときは、１年以下の懲役又は５０万円以下の

罰金に処する。 

第５５条 職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の 第５５条 職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の



改正後 改正前 

用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、

図画又は電磁的記録を収集したときは、１年以下の拘禁刑又は

５０万円以下の罰金に処する。 

用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、

図画又は電磁的記録を収集したときは、１年以下の懲役又は５

０万円以下の罰金に処する。 

 

（芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例の一部改正） 

第２条 芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例（平成１３年芦屋市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

 (1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

（有罪判決宣告後における釈明） （有罪判決宣告後における釈明） 

第１３条 議員又は市長は、刑事事犯により拘禁刑以上の有罪判

決の宣告を受け、なおその職にとどまろうとするときは、議員

にあっては議長に市民に対する説明会の開催を求め、市長にあ

っては市長が市民に対する説明会を開催し、当該議員又は市長

は、説明会に出席し、釈明するものとする。 

第１３条 議員又は市長は、刑事事犯により禁錮以上の有罪判決

の宣告を受け、なおその職にとどまろうとするときは、議員に

あっては議長に市民に対する説明会の開催を求め、市長にあっ

ては市長が市民に対する説明会を開催し、当該議員又は市長

は、説明会に出席し、釈明するものとする。 

 

 （芦屋市個人情報保護法施行条例の一部改正） 

第３条 芦屋市個人情報保護法施行条例（令和４年芦屋市条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

 (1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 



 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

（経過措置） （経過措置） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行

前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項

が記録された旧条例第２条第５号に規定する保有個人情報を含

む情報の集合物であって、個人情報取扱事務の目的を達成する

ために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索すること

ができるように体系的に構成したもの（その全部又は一部を複

製し、又は加工したものを含む。）を前条の規定の施行後に提

供したときは、２年以下の拘禁刑又は１００万円以下の罰金に

処する。 

４ 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行

前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項

が記録された旧条例第２条第５号に規定する保有個人情報を含

む情報の集合物であって、個人情報取扱事務の目的を達成する

ために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索すること

ができるように体系的に構成したもの（その全部又は一部を複

製し、又は加工したものを含む。）を前条の規定の施行後に提

供したときは、２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処

する。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

５ 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規

定の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第２条第

５号に規定する保有個人情報を前条の規定の施行後に自己若し

くは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したと

きは、１年以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金に処する。 

５ 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規

定の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第２条第

５号に規定する保有個人情報を前条の規定の施行後に自己若し

くは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したと

きは、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

６・７ （略） ６・７ （略） 

 

 （芦屋市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正） 

第４条 芦屋市情報公開・個人情報保護審査会条例（令和４年芦屋市条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

 



 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

 (1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

（罰則） （罰則） 

第１７条 第２条第２項の規定に違反して秘密を漏らした者は、

１年以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金に処する。 

第１７条 第２条第２項の規定に違反して秘密を漏らした者は、

１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

 

 （芦屋市職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第５条 芦屋市職員の分限の手続及び効果に関する条例（昭和２６年芦屋市条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

（失職の例外） （失職の例外） 

第５条 任命権者は、法第１６条第１号に該当するに至つた職員

のうち、拘禁刑に処せられその刑の執行を猶予された者につい

ては、その者の罪が過失によるものであり、かつ、火災等災害

発生時における緊急出動その他公務中の事故に起因する場合で

特に情状を考慮する必要があると認めたときは、その職を失わ

ないものとすることができる。 

第５条 任命権者は、法第１６条第１号に該当するに至つた職員

のうち、禁この刑に処せられその刑の執行を猶予された者につ

いては、その者の罪が過失によるものであり、かつ、火災等災

害発生時における緊急出動その他公務中の事故に起因する場合

で特に情状を考慮する必要があると認めたときは、その職を失

わないものとすることができる。 



改正後 改正前 

２ （略） ２ （略） 

 

 （芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第６条 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年芦屋市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

（期末手当の支給制限） （期末手当の支給制限） 

第２２条の２ 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１

項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当（第

４号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手

当）は、支給しない。 

第２２条の２ 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１

項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当（第

４号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手

当）は、支給しない。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 基準日前１月以内又は基準日から当該基準日に対応する支

給日の前日までの間に離職した職員（前２号に掲げる者を除

く。）で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に

拘禁刑以上の刑に処せられたもの 

(3) 基準日前１月以内又は基準日から当該基準日に対応する支

給日の前日までの間に離職した職員（前２号に掲げる者を除

く。）で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に

禁錮
こ

以上の刑に処せられたもの 

(4) 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める

処分を受けた者（当該処分を取り消された者を除く。）で、

その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上

の刑に処せられたもの 

(4) 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める

処分を受けた者（当該処分を取り消された者を除く。）で、

その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮
こ

以上の



改正後 改正前 

刑に処せられたもの 

（期末手当の支給の一時差止め） （期末手当の支給の一時差止め） 

第２２条の３ 任命権者は、支給日に期末手当を支給することと

されていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の

各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時

差し止めることができる。 

第２２条の３ 任命権者は、支給日に期末手当を支給することと

されていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の

各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時

差し止めることができる。 

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在

職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴（当

該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められている

ものに限り、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第６

編に規定する略式手続によるものを除く。第３項において同

じ。）をされ、その判決が確定していない場合 

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在

職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴（当

該起訴に係る犯罪について禁錮
こ

以上の刑が定められているも

のに限り、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第６編

に規定する略式手続によるものを除く。第３項において同

じ。）をされ、その判決が確定していない場合 

(2) （略） (2) （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに

該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り

消さなければならない。ただし、第３号に該当する場合におい

て、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係

る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消

すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるとき

は、この限りでない。 

３ 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに

該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り

消さなければならない。ただし、第３号に該当する場合におい

て、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係

る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消

すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるとき

は、この限りでない。 

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつ

た行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなか

つた場合 

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつ

た行為に係る刑事事件に関し禁錮
こ

以上の刑に処せられなかつ

た場合 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 



改正後 改正前 

４～６ （略） ４～６ （略） 

  

（芦屋市職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第７条 芦屋市職員の退職手当に関する条例（昭和３０年芦屋市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

（退職手当の支払の差止め） （退職手当の支払の差止め） 

第１４条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するとき

は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に

対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止め

る処分を行うものとする。 

第１４条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するとき

は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に

対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止め

る処分を行うものとする。 

(1) 職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係る犯罪について

拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法

（昭和２３年法律第１３１号）第６編に規定する略式手続に

よるものを除く。以下同じ。）をされた場合において、その

判決の確定前に退職をしたとき。 

(1) 職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係る犯罪について

禁錮
こ

以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法（昭

和２３年法律第１３１号）第６編に規定する略式手続による

ものを除く。以下同じ。）をされた場合において、その判決

の確定前に退職をしたとき。 

(2) （略） (2) （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分を行つた退職手

当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合に

５ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分を行つた退職手

当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合に
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は、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

ただし、第３号に該当する場合において、当該支払差止処分を

受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関

し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差

止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでな

い。 

は、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

ただし、第３号に該当する場合において、当該支払差止処分を

受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関

し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差

止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでな

い。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分

の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が

確定した場合（拘禁刑以上の刑に処せられた場合及び無罪の

判決が確定した場合を除く。）又は公訴を提起しない処分が

あつた場合であつて、次条第１項の規定による処分を受ける

ことなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない

処分があつた日から６月を経過した場合 

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分

の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が

確定した場合（禁錮
こ

以上の刑に処せられた場合及び無罪の判

決が確定した場合を除く。）又は公訴を提起しない処分があ

つた場合であつて、次条第１項の規定による処分を受けるこ

となく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処

分があつた日から６月を経過した場合 

(3) （略） (3) （略） 

６～１０ （略） ６～１０ （略） 

（退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給

制限） （退職後禁錮
こ

以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制

限） 

第１５条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手

当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれ

かに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当

該退職をした者（第１号又は第２号に該当する場合において、

当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の

額の支払を受ける権利を承継した者）に対し、第１３条第１項

に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般

第１５条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手

当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれ

かに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当

該退職をした者（第１号又は第２号に該当する場合において、

当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の

額の支払を受ける権利を承継した者）に対し、第１３条第１項

に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般
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の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等

の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができ

る。 

の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等

の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができ

る。 

(1) 当該退職をした者が刑事事件（当該退職後に起訴をされた

場合にあつては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限

る。）に関し当該退職後に拘禁刑以上の刑に処せられたと

き。 

(1) 当該退職をした者が刑事事件（当該退職後に起訴をされた

場合にあつては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限

る。）に関し当該退職後に禁錮
こ

以上の刑に処せられたとき。 

(2)・(3)  （略） (2)・(3)  （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

（退職をした者の退職手当の返納） （退職をした者の退職手当の返納） 

第１６条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等

の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当する

ときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした

者に対し、第１３条第１項に規定する事情のほか、当該退職を

した者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額

（当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けてい

なければ第１１条第３項、第６項又は第８項の規定による退職

手当の支給を受けることができた者（次条及び第１８条におい

て「失業手当受給可能者」という。）であつた場合には、これ

らの規定により算出される金額（次条及び第１８条において

「失業者退職手当額」という。）を除く。）の全部又は一部の

返納を命ずる処分を行うことができる。 

第１６条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等

の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当する

ときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした

者に対し、第１３条第１項に規定する事情のほか、当該退職を

した者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額

（当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けてい

なければ第１１条第３項、第６項又は第８項の規定による退職

手当の支給を受けることができた者（次条及び第１８条におい

て「失業手当受給可能者」という。）であつた場合には、これ

らの規定により算出される金額（次条及び第１８条において

「失業者退職手当額」という。）を除く。）の全部又は一部の

返納を命ずる処分を行うことができる。 

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件

に関し拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件

に関し禁錮
こ

以上の刑に処せられたとき。 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 
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（退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付） （退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付） 

第１８条 （略） 第１８条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に基礎在職

期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合におい

て、当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた後におい

て第１６条第１項の規定による処分を受けることなく死亡した

ときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の

受給者の死亡の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者

の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し拘禁

刑以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手

当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場

合には、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当す

る額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に基礎在職

期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合におい

て、当該刑事事件に関し禁錮
こ

以上の刑に処せられた後において

第１６条第１項の規定による処分を受けることなく死亡したと

きは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受

給者の死亡の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の

相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮
こ

以

上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等

の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合に

は、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額

の納付を命ずる処分を行うことができる。 

５～８ （略） ５～８ （略） 

 

（芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部改正） 

第８条 芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例（昭和３６年芦屋市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
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（退職手当の支払の差止め） （退職手当の支払の差止め） 

第１３条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するとき

は、教育委員会は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る

一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとす

る。 

第１３条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するとき

は、教育委員会は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る

一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとす

る。 

(1) 教職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係る犯罪につい

て拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法

（昭和２３年法律第１３１号）第６編に規定する略式手続に

よるものを除く。以下同じ。）をされた場合において、その

判決の確定前に退職をしたとき。 

(1) 教職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係る犯罪につい

て禁錮
こ

以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法

（昭和２３年法律第１３１号）第６編に規定する略式手続に

よるものを除く。以下同じ。）をされた場合において、その

判決の確定前に退職をしたとき。 

(2) （略） (2) （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分を行つた場合に

おいて、教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するに至つ

たときは、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければなら

ない。ただし、第３号に該当する場合において、当該支払差止

処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事

件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが

支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限

りでない。 

５ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分を行つた場合に

おいて、教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するに至つ

たときは、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければなら

ない。ただし、第３号に該当する場合において、当該支払差止

処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事

件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが

支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限

りでない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分

の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が

確定した場合（拘禁刑以上の刑に処せられた場合及び無罪の

判決が確定した場合を除く。）又は公訴を提起しない処分が

あつた場合であつて、次条第１項の規定による処分を受ける

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分

の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が

確定した場合（禁錮
こ

以上の刑に処せられた場合及び無罪の判

決が確定した場合を除く。）又は公訴を提起しない処分があ
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ことなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない

処分があつた日から６月を経過した場合 

つた場合であつて、次条第１項の規定による処分を受けるこ

となく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処

分があつた日から６月を経過した場合 

(3) （略） (3) （略） 

６～１０ （略） ６～１０ （略） 

（退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給

制限） （退職後禁錮
こ

以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制

限） 

第１４条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手

当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれ

かに該当するときは、教育委員会は、当該退職をした者（第１

号又は第２号に該当する場合において、当該退職をした者が死

亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利

を承継した者）に対し、第１２条第１項に規定する事情及び同

項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との

権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給

しないこととする処分を行うことができる。 

第１４条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手

当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれ

かに該当するときは、教育委員会は、当該退職をした者（第１

号又は第２号に該当する場合において、当該退職をした者が死

亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利

を承継した者）に対し、第１２条第１項に規定する事情及び同

項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との

権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給

しないこととする処分を行うことができる。 

(1) 当該退職をした者が刑事事件（当該退職後に起訴をされた

場合にあつては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限

る。）に関し当該退職後に拘禁刑以上の刑に処せられたと

き。 

(1) 当該退職をした者が刑事事件（当該退職後に起訴をされた

場合にあつては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限

る。）に関し当該退職後に禁錮
こ

以上の刑に処せられたとき。 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

（退職をした者の退職手当の返納） （退職をした者の退職手当の返納） 

第１５条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等

の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当する

ときは、教育委員会は、当該退職をした者に対し、第１２条第

第１５条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等

の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当する

ときは、教育委員会は、当該退職をした者に対し、第１２条第
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１項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を

勘案して、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が当

該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第１０条の規定

により準用する芦屋市職員の退職手当に関する条例第１１条第

３項、第６項又は第８項の規定による退職手当の支給を受ける

ことができた者（次条及び第１７条において「失業手当受給可

能者」という。）であつた場合には、これらの規定により算出

される金額（次条及び第１７条において「失業者退職手当額」

という。）を除く。）の全部又は一部の返納を命ずる処分を行

うことができる。 

１項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を

勘案して、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が当

該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第１０条の規定

により準用する芦屋市職員の退職手当に関する条例第１１条第

３項、第６項又は第８項の規定による退職手当の支給を受ける

ことができた者（次条及び第１７条において「失業手当受給可

能者」という。）であつた場合には、これらの規定により算出

される金額（次条及び第１７条において「失業者退職手当額」

という。）を除く。）の全部又は一部の返納を命ずる処分を行

うことができる。 

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件

に関し拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件

に関し禁錮
こ

以上の刑に処せられたとき。 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

（退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付） （退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付） 

第１７条 （略） 第１７条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に基礎在職

期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合におい

て、当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた後におい

て第１５条第１項の規定による処分を受けることなく死亡した

ときは、教育委員会は、当該退職手当の受給者の死亡の日から

６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該

退職をした者が当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられ

たことを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職を

した者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に基礎在職

期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合におい

て、当該刑事事件に関し禁錮
こ

以上の刑に処せられた後において

第１５条第１項の規定による処分を受けることなく死亡したと

きは、教育委員会は、当該退職手当の受給者の死亡の日から６

月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退

職をした者が当該刑事事件に関し禁錮
こ

以上の刑に処せられたこ



改正後 改正前 

当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処

分を行うことができる。 

とを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした

者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額

を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を

行うことができる。 

５～８ （略） ５～８ （略） 

 

 （阪神間都市計画事業（芦屋国際文化住宅都市建設事業）第一種市街地再開発事業の施行に関する条例の一部改正） 

第９条 阪神間都市計画事業（芦屋国際文化住宅都市建設事業）第一種市街地再開発事業の施行に関する条例（昭和５５年芦

屋市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

 (1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

（委員の欠格事由等） （委員の欠格事由等） 

第１０条 次に掲げる者は、委員となることができない。 第１０条 次に掲げる者は、委員となることができない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はそ

の執行を受けることがなくなるまでの者 (2) 禁錮
こ

以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその

執行を受けることがなくなるまでの者 

２～４ （略） ２～４ （略） 

 

 （阪神間都市計画事業（芦屋国際文化住宅都市建設事業）第二種市街地再開発事業の施行に関する条例の一部改正） 

第１０条 阪神間都市計画事業（芦屋国際文化住宅都市建設事業）第二種市街地再開発事業の施行に関する条例（平成３０年



芦屋市条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

 (1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

（委員の欠格事由等） （委員の欠格事由等） 

第１２条 次に掲げる者は、委員となることができない。 第１２条 次に掲げる者は、委員となることができない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はそ

の執行を受けることがなくなるまでの者 

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその

執行を受けることがなくなるまでの者 

２～４ （略） ２～４ （略） 

 

 （芦屋市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正） 

第１１条 芦屋市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和３４年芦屋市条例第１６号）の一部を次のように改正す

る。 
 
 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 
 (1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 



改正後 改正前 

第１０条 （略） 第１０条 （略） 

２ 次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわ

らず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に掲げる者に

あつては、その支給を一時差し止めた期末手当）は、支給しな

い。 

２ 次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわ

らず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に掲げる者に

あつては、その支給を一時差し止めた期末手当）は、支給しな

い。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 基準日前１月以内又は基準日から当該基準日に対応する支

給日の前日までの間に離職した職員（前２号に掲げる者を除

く。）で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に

拘禁刑以上の刑に処せられたもの 

(3) 基準日前１月以内又は基準日から当該基準日に対応する支

給日の前日までの間に離職した職員（前２号に掲げる者を除

く。）で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に

禁錮
こ

以上の刑に処せられたもの 

(4) 期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者（当該処

分を取り消された者を除く。）で、その者の在職期間中の行

為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの 

(4) 期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者（当該処

分を取り消された者を除く。）で、その者の在職期間中の行

為に係る刑事事件に関し禁錮
こ

以上の刑に処せられたもの 

 

 （芦屋市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正） 

第１２条 芦屋市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（平成２１年芦屋市条例第１７号）の一部を次のように改

正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 



改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第１６条 （略） 第１６条 （略） 

２ 次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわ

らず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に掲げる者に

あっては、その支給を一時差し止めた期末手当）は、支給しな

い。 

２ 次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわ

らず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に掲げる者に

あっては、その支給を一時差し止めた期末手当）は、支給しな

い。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 基準日前１月以内又は基準日から当該基準日に対応する支

給日の前日までの間に離職した職員（前２号に掲げる者を除

く。）で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に

拘禁刑以上の刑に処せられたもの 

(3)  基準日前１月以内又は基準日から当該基準日に対応する支

給日の前日までの間に離職した職員（前２号に掲げる者を除

く。）で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に

禁錮
こ

以上の刑に処せられたもの 

(4) 期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者（当該処

分を取り消された者を除く。）で、その者の在職期間中の行

為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの 

(4) 期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者（当該処

分を取り消された者を除く。）で、その者の在職期間中の行

為に係る刑事事件に関し禁錮
こ

以上の刑に処せられたもの 

 

 （芦屋市消防団条例の一部改正） 

第１３条 芦屋市消防団条例（昭和２８年芦屋市条例第３６号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 



改正後 改正前 

（欠格事項） （欠格事項） 

第４条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることが

できない。 

第４条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることが

できない。 

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又

はその執行を受けることがなくなるまでの者 (1) 禁錮
こ

以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又は

その執行を受けることがなくなるまでの者 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

 

 （芦屋市消防団員退職報償金支給条例の一部改正） 

第１４条 芦屋市消防団員退職報償金支給条例（昭和３９年芦屋市条例第４１号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

（退職報償金支給の制限） （退職報償金支給の制限） 

第６条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対し

ては支給しない。 

第６条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対し

ては支給しない。 

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者 (1) 禁錮以上の刑に処せられた者 

(2)～(5) （略） (2)～(5) （略） 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年６月１日から施行する。 



 （経過措置） 

２ この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することと

され又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に

刑法等の一部を改正する法律第２条の規定による改正前の刑法（明治４０年法律第４５号。以下この項において「旧刑法」

という。）第１２条に規定する懲役（以下「懲役」という。）（有期のものに限る。以下この項において同じ。）又は旧刑

法第１３条に規定する禁錮（以下「禁錮」という。）（有期のものに限る。以下この項において同じ。）が含まれるとき

は、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。 

４ 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ

又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無

期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられ

た者とみなす。 

５ 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律（令和４年法

律第６８号）並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定められている罪につき起訴又は有罪判決

の宣告をされた者は、第２条の規定による改正後の芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例第１３条、第６条の規定

による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第２２条の３第１項（第１号に係る部分に限る。）及び第３項（第

３号に係る部分に限る。）、第７条の規定による改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例第１４条第１項及び第５項、

第１５条第１項（第１号に係る部分に限る。）並びに第１８条第３項及び第４項並びに第８条の規定による改正後の芦屋市

立学校職員等の退職手当に関する条例第１３条第１項及び第５項、第１４条第１項（第１号に係る部分に限る。）並びに第

１７条第３項及び第４項の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴又は有罪判決の宣告をされた者と

みなす。 


